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筑波大学寄宿料免除規程 

 

（趣旨） 

第１条 この法人規程は、筑波大学学群学則（平成１６年法人規則第１０号。以下「学群学則」

という。）第６８条及び筑波大学大学院学則（平成１６年法人規則第１１号。以下「大学院学則」

という。）第７４条の規定に基づき、寄宿料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 （対象） 

第２条 免除の対象となる学生は、学生居住施設に入居している者又は入居を許可された者とす

る。 

 

 （学長が相当と認める事由） 

第３条 学群学則第６７条第２号又は大学院学則第７３条第２号の法人規程で定める学長が相当

と認める事由は、次のとおりとする。 

(1) 入学前１年以内において学資を主として負担している者（次条第２項第２号において「学

資負担者」という。）が死亡したことにより、入学料の免除が許可された場合 

(2) その他特別な事情があり、著しく経済的に困難をきたしている場合 

 

 （申請） 

第４条 免除の申請は、学生が、所属の学群長、総合学域群長、学術院長又はグローバル教育院

の教育院長を経て、学長に行うものとする。 

２ 免除を受けようとする学生は、次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、第８条

及び第９条に規定する場合は、申請を必要としない。 

(1) 寄宿料免除申請書 

(2) 被災による納付困難な事情を認定するに足りる学生又は学資負担者の居住地の市区町村

長等の証明書 

(3) その他学長が提出を求める証明書等 

 

 （選考及び許可） 



第５条 免除の選考は、スチューデントサポートセンターの学生生活支援室に置かれる学生生活
に関する事項について審議する会議の議を経て学生を担当する副学長が行う。 

２ 免除の許可は、前項の選考に基づき学長が行う。 

 

 （許可の取消し） 

第６条 免除を許可された学生に係る申請について、虚偽の事実が判明した場合には、学長は、

その許可を取り消すことができる。 

２ 前項の規定により免除の許可を取り消された学生は、免除された額の寄宿料を遅滞なく納付

しなければならない。 

 

 （免除の額） 

第７条 学長は、災害の発生した日の属する月又は免除が許可された月の翌月（免除が許可され

た日が月の初日に当たるときは、その月）から起算して６月を超えない範囲内で、寄宿料の全

額を免除することができる。 

 

 （授業料の未納を理由として除籍した場合） 

第８条 授業料の未納を理由として除籍した場合は、当該除籍した学生に係る未納の寄宿料の全

額を免除することができる。 

 

 （死亡又は行方不明による免除） 

第９条 死亡又は行方不明のため除籍として取り扱う場合は、当該除籍した学生に係る未納の寄

宿料の全額を免除することができる。 

 

附 則 

１ この法人規程は、平成１６年５月２７日から施行する。 

２ 国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則（平成１６年法人規則第１号）附  

則第３条に規定する研究科の学生が寄宿料の免除を申請する場合にあっては、第４条第１項中

「学群長又は修士課程長、人文社会科学研究科長、ビジネス科学研究科長、数理物質科学研究

科長、システム情報工学研究科長、生命環境科学研究科長、人間総合科学研究科長若しくは図

書館情報メディア研究科長」とあるのは「博士課程長」と読み替えるものとする。 

 

附 則（平２４．３．２９法人規程３５号） 

この法人規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２４．９．６法人規程５３号） 

この法人規程は、平成２４年９月６日から施行し、改正後の国立大学法人筑波大学寄宿料免除

規程の規定は、平成２４年４月１日から適用する。 

 

附 則（令元.１２.２６法人規程３４号） 



（施行期日） 

１ この法人規程は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則の一部を改正する法人規則（令和

元年法人規則第１５号）附則第３条の規定によりなお従前の例によるとされた研究科の学生が

寄宿料の免除の申請を行う場合にあっては、この法人規程による改正後の第４条の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 

 

附 則（令２．１０．２２法人規程６０号） 

この法人規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則（令３．３．１８法人規程２１号） 

この法人規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 


